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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２８年１１月２４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 同乗者負傷 

発生日時 平成２７年８月１６日 １５時４７分ごろ 

発生場所 徳島県徳島市小松海岸東方沖 

 今切
いまぎれ

港長原導流堤灯台から真方位１９３°１,０６０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°０５.７′ 東経１３４°３６.４′） 

事故の概要  水上オートバイサンシャインは、発進した際、同乗者１人が落水し

て負傷した。 

事故調査の経過  平成２７年９月７日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

水上オートバイ サンシャイン、０.２トン 

 ２５０－５３４５３徳島、個人所有 

 ２.９３ｍ（Lr）×１.１６ｍ×０.４４ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関、１４４.２kＷ、平成２０年４月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ３１歳 

 特殊小型船舶操縦士 

  免許登録日 平成２５年８月５日 

  免許証交付日 平成２６年６月３０日 

         （平成３０年８月４日まで有効） 

同乗者Ａ 男性 ３１歳 

 死傷者等 重傷 １人（同乗者Ａ） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、３人掛けの座席の中央部に座り、

前部に同乗者Ａを、後部に知人（以下「同乗者Ｂ」という。）をそれ

ぞれ乗せ、小松海岸から発進した。 

 本船は、波の立っていない場所に移動して停留し、船長が座席の前

部に、同乗者Ｂが中央部に、同乗者Ａが後部にそれぞれ移動した後、

平成２７年８月１６日１５時４７分ごろ北方に向けて発進した。 

 船長は、同乗者Ｂから同乗者Ａが落水したことを知らされ、後ろを

振り向いたところ、約５０ｍ後方の停留していた場所付近に浮いてい



- 2 - 

る同乗者Ａを認めた。 

 船長は、反転して同乗者Ａに近づいたとき、付近の海水が濁ってい

たので、同乗者Ａが出血していることを知った。 

 同乗者Ａは、船長及び同乗者Ｂにより本船へ引き揚げられた後、小

松海岸に運ばれ、知人が１１９番通報で要請した救急車により、病院

に搬送され、会陰部裂傷及び直腸穿孔等と診断された。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項  船長は、乗船前、同乗者Ａ及び同乗者Ｂに対し、乗船中は前に座っ

ている人の体につかまるように指示していた。 

 船長は、北方に向けて発進する際、同乗者Ａ及び同乗者Ｂに声を掛

け、返事があったので、後ろを振り向いて体勢を確認していなかっ

た。 

 船長及び同乗者２人は、救命胴衣を着用していた。 

 同乗者Ａは、下半身にはトランクスを着用していた。 

 船長は、平成２６年８月に本船を購入し、これまで２０回ほどの操

縦経験があった。 

 本船の取扱説明書には以下のような記載があり、操縦ハンドル手前

のグローブボックスの蓋に貼り付けられたラベルにも同様の警告が英

文で記載されていた。 

 ・落水やジェットスラストノズルに近づくことによって体腔内に水

が入ると、内臓に重大な損傷を与える恐れがあります。通常の水

着では、男女を問わず、高圧の水が下半身から体内へ浸入するの

を十分に防ぐことはできません。すべての乗船者は、ウェットス

ーツボトム、あるいはこれと同等の保護効果の期待できるものを

着用して下さい。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

あり 

なし 

 本船は、小松海岸東方沖において、船長が、座席の中央部に同乗者

Ｂを、後部に同乗者Ａをそれぞれ乗せ、本船を発進させた際、同乗者

Ａが、後方に落水し、ウォータージェット推進装置の噴流を下半身に

受けたことから、下半身開口部から体腔内に水が入るなどして負傷し

たものと考えられる。 

 同乗者Ａから情報が得られず、同乗者Ａが落水に至った状況を明ら

かにすることはできなかった。 

原因  本事故は、本船が、小松海岸東方沖において、船長が、座席の中央

部に同乗者Ｂを、後部に同乗者Ａをそれぞれ乗せ、本船を発進させた

際、同乗者Ａが、後方に落水し、ウォータージェット推進装置の噴流

を下半身に受けたため、下半身開口部から体腔内に水が入るなどした
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ことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、発進時、同乗者が落水を防止する体勢を取ったことを確

認すること。 

 ・船長は、水上オートバイから落水した際の危険性について、十分

に理解し、また、同乗者に対し、事前に落水した際の噴流による

負傷の危険性を説明すること。 

 ・水上オートバイに同乗する者は、落水した際のジェット噴流によ

る負傷に備え、身体を保護できるウェットスーツボトム等を着用

することが望ましい。 

 



- 4 - 

付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

※国土地理院Ｗｅｂサイトの地理院地図使用 

淡路島 

徳島県 和歌山県 

兵庫県 

小松海岸 

徳島市 

× 

（平成２７年８月１６日 
 １５時４７分ごろ発生） 

事故発生場所 

今切港長原導流堤灯台 


